
 桶川市訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置要綱  

               （平成１２年５月１日市長決裁）  

（目的）  

第１条  この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３号 )に基づくホームヘ

ルプサービスを利用していた者が、介護保険法（平成９年法律第

１２３号）に基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型

訪問介護（以下これらを「訪問介護」という。）を利用する場合に、

その利用者負担の軽減を図ることにより、当該利用者（以下「要

介護者等」という。）の生活の安定に寄与することを目的とする。  

（対象者）  

第２条  訪問介護に係る利用者負担の軽減を受けることができる者

は､障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

によるホームヘルプサービスの利用において、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８

年厚生労働省令第１９号）第２７条に規定する境界層該当者とし

て定率負担額が０円となっている者であって、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。  

(1) ６５歳の年齢到達前１年間において障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサー

ビス（居宅介護のうち身体介護及び家事援助）を利用していた

者であって、６５歳に到達したことで介護保険の対象者となっ

た者  

(2) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第２条に規

定する特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因

で、要介護又は要支援の状態となった４０歳から６４歳までの

者  

 （対象経費）  

第３条  軽減の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、同



一月に介護度ごとに定められた支給限度額の範囲内で利用した訪

問介護に係る利用者負担額とする。  

 （軽減相当額）  

第４条  訪問介護に係る利用者負担の軽減額は、対象経費の１００

分の１００に相当する額（１円未満の端数は切り捨てる。以下

「軽減相当額」という。）とする。  

 （利用者負担額の減額の申請）  

第５条  利用者負担額の軽減を受けようとする要介護者等又はその

属する世帯の生計中心者は、様式第１号の訪問介護利用者負担額

減額申請書（障害者ホームヘルプサービス利用負担軽減措置）を

市長に提出しなければならない。  

 （減額結果通知と減額認定証）  

第６条  市長は前条の申請があったときは、その内容を審査して承

認の有無を決定し、様式第２号の訪問介護利用者負担額減額決定

通知書（障害者ホームヘルプサービス利用負担軽減措置）により、

当該申請者に通知するものとする。  

２  市長は、前項の場合において、利用者負担額減額の承認をした

ときは、様式第３号の訪問介護利用者負担額減額認定証（障害者

ホームヘルプサービス利用負担軽減措置）（以下「認定証」とい

う。）を当該要介護者等に発行しなければならない｡ 

 （認定証の有効期間）  

第７条  認定証の有効期間は、認定証発行日の属する月の初日から

その月の属する年度の翌年度（認定証発行日の属する月が４月か

ら６月までの場合にあっては、その月の属する年度）の６月末日

までとする。  

 （認定証の提示）  

第８条  認定証を交付された要介護者等（以下「減額認定者」とい

う。）が訪問介護を利用しようとするときは、当該指定訪問介護事

業者に認定証を提示しなければならない。  



 (軽減額の請求 ) 

第９条  減額認定者が前条の規定により訪問介護を利用したときは、

事業者は、利用者負担額から軽減相当額を差し引いた額を利用者

に請求し、軽減相当額を市長に請求するものとする。  

２  市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、事業

者に軽減相当額を支払うものとする。  

３  市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務について

は、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することができる。  

 （軽減相当額の返還）  

第１０条  市長は、偽りその他不正の手段により軽減相当額の支給

を受けた者があるときは、当該軽減相当額の全部又は一部の返還

を求めることができる。  

   附  則  

１  この要綱は、市長決裁の日から施行し、平成１２年４月１日か

ら適用する。  

２  第３条の規定を適用する場合において、平成１１年分の所得税

課税の状況は平成１０年分の所得税の課税状況と同一とみなすも

のとする。  

附  則  

 改正後の要綱は、市長決裁の日から施行し、平成１５年７月１

日から適用する。  

附 則 

 改正後の要綱は、市長決裁の日から施行し、平成１７年４月１日

から適用する。  

   附 則（平成２４年４月１日市長決裁）  

  改正後の要綱は、市長決裁の日から施行し、平成２４年４月１日

から適用する。  

   附 則（平成２５年４月１日市長決裁）  

  改正後の要綱は、市長決裁の日から施行し、平成２５年４月１日



から適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

訪問介護利用者負担額減額申請書 

（障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減措置） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

被保険者氏名 

 
保険者番号        

 
被保険者番号           

生年月日 明・大・昭     年   月   日生 

住  所 
〒  

                  電話番号     

利用者負担額 

減額申請理由 

身体障害者手帳 有 ・ 無

（  級 №      ） 

 氏     名 生 年 月 日 性別 
生計中心者に〇を

つけて下さい 

世

帯

構

成 

世帯主     

世帯員 

    

    

    

桶川市長  

上記のとおり訪問介護の利用者負担額に係る減額を申請します。 

年   月   日 

 

住所   

申請者                     電話番号 

氏名 

 

桶川市記入欄 

交 付 年 月 日 備         考 

   年  月  日  

 

 

 

 

 

 

 

適 用 年 月 日 

   年  月  日 

        から 

有 効 期 限  

   年  月  日 

        まで 

 



様式第２号 

訪問介護利用者負担額減額 決定通知書 

（障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減措置）                                                

                        桶 第    号                                                

                           年 月 日 

             桶川市長 

           様 

 

  先に申請のありました、訪問介護利用者負担額減額については、下記の

とおり決定しましたので通知します。 

 

被保険者氏名          被保険者番号            

 

決定年月日 平成 年 月 日  

決定事項 

１ 

承 

認 

す 

る 

 

 

適用年月日      年  月  日 （承認内容） 

有効期限        年  月   日 

 

公費負担者番号    

公費受給者番号  

        

       

２ 

承

認 

し 

な 

い 

 理由 

 

 

 

 

  



様式第３号 

 

 

  

訪問介護利用者負担額減額認定証  

（障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減措置）  

交付年月日      年     月     日  

負担者番号          

受給者番号          

受 

給 

者 

住所  

フリガナ   

氏名  

生年月日  明治・大正・昭和   年  月  日 男・女 

介護保険被保険者番号   

適用年月日     年  月  日  から  

有効期限     年  月   日  まで  

減額内容  

（給付率）  

                      

／１００  

発行機関名  

及び印  

 

 


